
北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更（高槻市決定）

北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。

種 類 面 積 備 考

防火地域

準防火地域

約 ６０ ha

約 ４６ ha

「位置及び区域は計画図表示のとおり」



理 由

都市再生緊急整備地域内にあるJR高槻駅北東地区において、大規模工場跡地の土地

利用転換（土地区画整理事業による都市基盤整備と民間事業による駅前立地にふさわ

しい施設建築物の整備）が予定されている。

当該地区において、都市の不燃化を進め、災害に強いまちづくりを目指して地区全

域に防火地域の指定を行うため、本案のとおり防火地域及び準防火地域の区域の変更

を行うものである。




